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1.トラックGメンとは



1.トラックGメンとはトラックGメンとは

「物流の2024年問題」の解決を目指すため、
国土交通省に新たに設置

※トラック運送事業者を取り締まる存在ではありません。
また、監査業務とも別のものです。

・トラック事業者を対象にした積極的な情報収集
（プッシュ型情報収集）

・貨物自動車運送事業法に基づき、発荷主・着荷主
元請事業者に対して「働きかけ」「要請」等





① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減
（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的
措置等の導入

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、
物流コスト込み取引価格等の見直し

③ 物流産業における多重下請構造の是正に向け
た規制的措置等の導入

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続
的なフォロー及びそのための体制強化
（トラックGメン（仮称））

⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃
収受・価格転嫁円滑化等の取組み

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

１．具体的な施策 （１）商慣行の見直し

出典：トラック輸送状況の実態調査(R2)

荷待ち・荷役
3時間超

● 物流の適正化・生産性向上を図るため、荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）の双方において
非効率な商慣行を見直す。

荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳



⇒令和5年7月21日、162名体制※で本省及び地方運輸局等に設置



プッシュ型情報収集とは 1.トラックGメンとは

① トラック事業者に対する訪問調査や電話聴取による積極的
な情報収集

② 違反原因行為をしている疑いのある荷主の支店や荷捌き場
周辺などへのパトロール（現場の状況確認）

③ 荷主の違反原因行為を投稿してきたトラック事業者への
フォローアップ調査

近畿管内のトラックステーションや高速
道路のSA・PAにおいて、トラック運転者に
対して、「トラックGメン」制度について
周知活動を実施するとともに、違反原因行
為についてのヒアリングを実施しています。

〇（参考）トラック運転者への周知活動



違反原因行為とは

トラック事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為

契約にない附帯業務の依頼無理な到着時間の設定恒常的に長い荷待ち時間

過積載になるような依頼 大型台風や豪雨・豪雪日の配送 適正取引における運賃・料金等の不当な据え置き
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目安箱について

悪質な荷主等に関する通報窓口（目安箱）

国土交通省では、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為を行っているおそれのある荷主情報を、
インターネットなども活用して、積極的に収集しています。

1.トラックGメンとは

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html



トラック事業者向け周知用チラシ（例：近畿運輸局）

（表） （裏）

近畿運輸局ホームページからダウンロードできます（https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/butsuryu/20230721.html/）
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お電話等でのご相談・情報提供先

担当部課・運輸支局等担当部署 電話番号 住所

近畿運輸局 自動車交通部 貨物課 ０６-６９４９-６４４７
大阪市中央区大手前４-１-７６
大阪合同庁舎第４号館（13階）

大阪運輸支局 輸送部門
 ０７２-８２２-６７３３
    （ガイダンス番号：１）

寝屋川市高宮栄町１２－１

京都運輸支局 輸送・監査部門
０７５-６８１-９７６５
    （ガイダンス番号：４）

京都市伏見区竹田向代町３７

奈良運輸支局 企画輸送・監査部門
０７４３-５９-２１５１
    （ガイダンス番号：４）

 大和郡山市額田部北町９８１－２

滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門 ０７７-５８５-７２５３  守山市木浜町２２９８－５

和歌山運輸支局 輸送・監査部門  ０７３-４２２-２１３８ 和歌山市湊１１０６－４

神戸運輸監理部
兵庫陸運部 輸送部門

０７８-４５３-１１０４
    （ガイダンス番号：５）

神戸市東灘区魚崎浜町３４－２
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2.「働きかけ」「要請」等について



2.「働きかけ」「要請」等について

• 「違反原因行為」（トラック事業者の法令違反の原因となるおそれの
ある行為）をしている疑いのある荷主に対して、トラック事業者のコ
ンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を
求める「働きかけ」を実施

• 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある
場合等には、「要請」や「勧告・公表」を実施

• トラック事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いのある場
合には、「公正取引委員会に通知」

「働きかけ」「要請」等について

※荷主には、着荷主や元請事業者も含まれます。



2.「働きかけ」「要請」等について「働きかけ」「要請」等について

情報入手
フォローアップ調査等

情報確認
目安箱の情報
電話での情報 等

働きかけ

要請

文書送付

文書送付＆ヒアリング
（関係省庁も同席）

・違反原因行為の事実確認
・改善計画の作成、提出
・フォローアップ 等

〇働きかけ・要請のイメージ

違反原因行為の事実が明らかな場合、
働きかけを行わず、即要請を実施す
る場合もあります。



2.「働きかけ」「要請」等についてトラックGメンによる荷主等への是正指導の取組結果

トラックGメンの活動実績（R6.6.30現在）

⇒計811件の法的措置を実施

勧告 2件 （荷主1、元請1）

要請 174件 （荷主88、元請81、その他5）

働きかけ 635件 （荷主423、元請193、その他19）

働きかけ等の累計実施件数（R6.6.30現在）

今般「働きかけ」「要請」「勧告」の対象となった荷主等についてはフォローアップを継続し、改善が図られ
ない場合は更なる法的措置の実施も含め厳正に対処。



2.「働きかけ」「要請」等について働きかけの実施事例
〇長時間の荷待ち
（製紙卸会社・発荷主）東北、中国運輸局管内
≪相談者からの申告内容≫
●朝に受付しても､伝票発行が早くて15時。遅い時では18時の場合もあり。
●配送先決定､伝票発行が遅いため､積込み開始も遅くなり､5時間以上の待機が発生。

～働きかけ後、以下の対策を発荷主側が実施
〇積込み用バースの見直し(増加)を実施
〇場外倉庫に積荷のバーコードの読み込みシステムを導入(工場へ戻る時間の削減に寄与)
〇新たな倉庫建設による横持ち移動時間の削減も検討

〇依頼（契約）にない附帯作業
（運送事業者・元請）近畿運輸局管内
≪相談者からの申告内容≫
●運送内容を規定する正式な契約書をもらえていない。
●仕分け作業料､積込料の負担をお願いしているが､支払ってもらえない。
～働きかけ後、以下の対策を元請側が実施

〇協力会社と個別に協議を開始。作業範囲､運送料金､作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結し､契約内容の
「見える化」を実施中（5月中には全ての協力会社と契約締結予定）
○契約締結にあたり､チェックシートを用いて各社の法令遵守にかかる状況を再確認するなど､輸送の安全の確保
に対する取組も合わせて措置

〇異常気象時の運行指示
（食品物流会社・発荷主）関東運輸局管内
≪相談者からの申告内容≫
●大雪警報が発令されているにもかかわらず､配送を依頼された。

～働きかけ後、以下の対策を発荷主側が実施
〇災害時の対応マニュアルの見直しを行い､配送先とも連携し､ドライバーの安全を最優先とした
対応を行うことを改めて徹底

○予め荒天が予想される場合､運送事業者の判断による運行の中止について､配送先と連携し検討

国土交通省HP｢トラックGメンについて｣：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html



2.「働きかけ」「要請」等について要請の実施事例

〇長時間の荷待ち
（製造業・発荷主）四国運輸局管内 令和5年5月に要請を実施
≪相談者からの申告内容≫国土交通省及び関係省庁に対する情報
●待ち時間が長く、待たされることが多い。
●午前10時に受付をして、5時間待たされ積込の連絡がきた。

～要請後、以下の対策を実施
〇在庫管理の見直しによる、積込箇所の削減・集約
○積込時間の指定、明確化
○パレット輸送の導入拡大、荷役・倉庫人員の増員

〇無理な配送依頼
（元請）関東運輸局管内
≪相談者からの申告内容≫
●積込時間が遅いため、「納品日を遅くしてほしい。」と申し入れをしてももらえない。
●荷渡しが深夜、更に日付がかわってからになる時もある。
それでも、納品時間・必着は変えてもらない。
～令和5年5月、働きかけを実施

○改善計画の作成・取組に着手
●働きかけ後も同種の違反原因行為に関する内容が短期間に複数件寄せられる。

～令和5年7月、要請を実施
○改善計画の見直し（取組内容の充実等）と対策のスピードアップに着手

国土交通省HP｢トラックGメンについて｣：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html

〇長時間の荷待ち
（倉庫業・発着荷主）関東運輸局管内 令和4年7月に働きかけ、令和5年2月に要請を実施
≪「働きかけ後の相談者からの申告内容≫
●受付後、2時間半以上荷待ちがあり、現在も待っている。
●朝8時過ぎに受付したにも関わらず、12時現在も呼ばれない。

〇業務体制として、「積卸時間（～14:00）」と「積込時間（～14:00）」とを分けており、積卸時間帯には積
込みはできない状況であったところ、体制の変更を含め、改めて改善計画の策定に着手



2.「働きかけ」「要請」等について「働きかけ」「要請」に係る運用方針の変更について

○主な変更点
・働きかけ・要請の判断は、運輸局が主体的に行う
・働きかけ・要請は、基本的に、荷主・元請事業者の営業所に実施

令和6年6月以降、以下の変更により運輸局がより積極的に荷主対策を行う
ことができるようになりました。

令和6年6月以降

本 省

運輸局

荷主・元請事業者
の本社・営業所
（要請・働きかけ）

要請・働きかけ
パトロール

勧
告
・
公
表

プッシュ型
情報収集

トラック事業者

目安箱情報

働きかけ・要請の
判断は、収集情報
を元に、運輸局が
主体的に行う。

情報収集
結果報告

これまで

本 省
目安箱情報

情報収集
結果報告

荷主・元請事業者の本社

働きかけ
パトロール

要
請
、
勧
告
・
公
表

プッシュ型
情報収集

トラック事業者

運輸局

荷主・元請事業者
の本社



3.荷主等パトロールについて



3.パトロールについて荷主等パトロールの概要

パトロールの概要

・長時間の荷待ち等の情報があった物流施設（営業所や物流センター等）だ
けではなく、周辺の物流施設も含め、基本的にアポなしで訪問し、現場の
状況確認を実施
・荷主等向けのチラシ（「トラックGメンがパトロール中です）等を担当者
に配布し、トラックGメン制度等を周知
・物流施設周辺で待機しているトラックを確認した場合は、状況を記録し情
報収集に活用

パトロールの状況

令和5年11月～令和6年9月12日までの訪問数（近畿運輸局管内）

753か所
説明内容

●物流の2024年問題 ●違反原因行為 ●トラックGメン制度 ●働きかけ等制度
●物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン
●標準的な運賃 ●オンライン説明会 等

近畿運輸局では、荷主等パトロールによる積極的な現場の状況確認を実施



3.パトロールについてパトロール時の配布資料

以下の資料等を担当者に手交
○荷主用説明チラシ
○オンライン説明会の案内
○元請（トラック事業者）向けチラシ等

○荷主用説明チラシ ○元請（トラック事業者）向けチラシ○オンライン説明会の案内



3.パトロールについて荷主等用説明チラシ
（表） （裏）



物流の2024年問題について
• 令和6年4月から時間外労働の960時間上限規制等がトラックドライバーへ適用され、「モノが運べなく
なる」可能性が懸念されている。

• 長期的な問題として、トラックドライバーの労働環境を改善しないと将来のなり手がいなくなる恐れが
ある。このままだとドライバー不足になり、トラックがあっても運べない状況になる。

• 長時間労働の是正や適正な運賃収受などの取引環境の適正化を図るためには、荷主や元請事業者の配慮
が重要である。

トラックGメンについて

物流の適正化・生産性向上に向けた
荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインの周知

• 長時間の荷待ち、契約にない附帯作業等の違反原因行為について、トラックGメンが積極的に情報収集
している。

• 関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」や
「要請」等を実施している。

トラック事業者等から特に話題に挙がる項目などを中心に周知
• 荷待ち時間・荷役作業等に係る時間の把握
• 荷待ち・荷役作業等時間2時間以内ルール
• 運賃と料金の別建て契約 等

情報提供など

• 標準的な運賃、標準運送約款の改正
• 法改正の情報提供
• オンライン説明会の案内 等

近畿運輸局のトラックGメン活動について
は、近畿運輸局公式X（旧Twitter）でも
発信しています。

3.パトロールについて具体的な説明内容など
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3.パトロールについて
物流の適正化・生産性向上に向けた
荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン（概要）

国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000687.html



出典：国土交通省「標準的な運賃リーフレット」 国土交通省HP｢「標準的な運賃｣について｣
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html



（トラック事業者）
• 積込み、取卸し、附帯作業についてトラックドライバーがサービスでして当たり前という商慣行になっている。運賃と料金の別建

てについて運輸局がもっと周知すべき。
• 納品先への配送について、翌日配送と翌々日配送の食品メーカーが混在している。翌々日配送だと運送の計画を立てやすくなるの

で、着荷主の理解を得て、翌々日配送の食品メーカーが増えて欲しい。
• 国土交通省が発出した異常気象時の措置の目安について、荷主企業にも周知して欲しい。

（参考）
国土交通省HP：https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000210.html

（発荷主（卸売りなど））
• 入出庫依頼にない下請けのトラックが来所することで、受付照合待ちの時間が発生し、結果として待機時間が発生する場合がある

（発荷主企業）。
• 半年ほど前からトラック入荷受付予約システムを導入。導入後、一定以上の待機時間が発生した場合は、卸売り業者、倉庫作業を

担当する業者、運送事業者で原因を確認し対策している。システムが効果的に機能するよう連携して取り組んでいる（中間流通業
者（卸売り））

• 配送の集約化を進めている。通常１日２回配送を行っているが、物量が少ない時期や雪が積もりやすい地域での配送を１日１回に
している。着荷主の協力が必要であるので、全体で一丸となって取り組んでいきたい（発荷主企業）。

（物流事業者、倉庫業者）
• 物流施設での荷待ち時間の改善のためには、受発注時間の前倒しとそのルールの徹底が必要ではないか。ただ、緊急の納品への対

応等のサービスレベルが落ちることにはなるので、着荷主の理解や、その先にいる消費者の理解が得られるかが鍵になると思う
（物流事業者）。

• 予約システム導入のみだけでなく、システムのデータを利用することで荷待ち時間の発生割合等を分析し問題解決に繋げている。
自社に関するデータ分析は、2024年問題の解決には必須ではないか（物流事業者）。

• 営業倉庫で入荷量が季節的な要因により増加することがあり、入荷受付時間にトラックが集中しトラックの待機時間が長くなるこ
とがある。長時間の待機について、入構から出構までの待機時間の記録を取り課題ととらえている。事前に入荷情報を把握するた
めバース予約システムといったシステムの導入を検討中（倉庫業者）。

（物流事業者、トラック事業者双方）
• 外装ダメージ品の確認のため待機時間が発生する場合がある。全日本トラック協会の出している梱包のリーフレットが分かりやすい。
また、荷物の種類によっては、外装ダメージ品の条件緩和の議論があっても良いのではないか。
（参考）
公益社団法人全日本トラック協会「「貨物事故削減啓発リーフレット」について」
https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/gaisou_onegai2018.html

3.パトロールについてパトロールで頂いたお声



ご視聴ありがとうございました！！


